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今日、私たちが、あらためて地方自治を問い直すことは、日常的な運動とし
て、岐阜県の自治体問題の具体的な課題に取り組むことを意味します。
大小さまざまなプロジェクトを、生活とのかかわりでとらえ、みんなで研究する 
― これが「岐阜県地方自治研究センター」の願いです。
これは、多くの階層の、そして多くの県民の参加によって、岐阜県の地方自
治発展の「決して小さくない要素」を創り出すと信じます。

岐阜県地方自治研究センター設立趣意書（1978.6.22）より

初代理事長　中村波男 書
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道標 旧岐阜県庁舎を保存して活用を

岐阜県地方自治研究センター理事長 富 樫 幸 一

　今、一番人気のメディアコスモスと、新し

い岐阜市役所の隣には、古い岐阜県庁舎の建

物の一部が、ひっそりと空き家のままで残っ

ている。この建物は、大正 13（1924）年に

建てられたもので、昨年がちょうど 100 年目

に当たっていた。1965 年に県庁が現在の藪

田に移転した後も、岐阜総合庁舎として利用

されていたので、県民として、また職員とし

てここに入ったことのある人も多いだろう。

われわれも岐阜地域振興局と一緒に「ぎふま

ちづくりセンター」で活動していた。耐震の

問題から閉庁される時にも、「イカス（かっ

こいい、活かした）岐阜県庁舎の会」として

保存のためにワークショップやライブをや

り、当時の県や市とも話し合いの場を持った。

しかし、立派な正面部分だけを残して、事務

室や旧議事堂の部分は解体させて、メディコ

スの隣の駐車場になっている。

　この建物に事務所があった岐阜県建築士会

や、トラスト岐阜のメンバーとともに、再び

「旧岐阜県庁舎保存活用協議会」として活動

を始めた。2022 年には、メディコスで公開

のパネル展とシンポジウム、ウォーキングを

行い、特に旧県庁舎のシンボルである、赤坂

や全国から取り寄せられ、シカマイアの化石

を含んだ大理石の階段とホール、国内でも最

初の時期に多治見で焼かれたモザイクタイル

などの価値が専門家によって評価された。

　続いて 2024 年には、岐阜市市民活動支援

事業や、岐阜県建築士会の地域貢献事業の助

成を受けて、旧県庁舎の完成と同じ年に作成

されたチャップリンの「街の灯」の上映、パ

ネル展、ウォーキングを行い、テレビや新聞

の取材でも大きく取り上げられた。

　今年（2025 年）も、引き続いて、全国の

都市環境デザイン会議への事業申請を行っ

て、これまでの建物の耐震性をめぐる調査結

果を再検討したうえで、（Ａ案）残っている

部分の全体的な免震化、（Ｂ案）貴重な価値

のある正面中央部分と南側壁面、各階の東西

の両端角の県知事などの事務室（矢橋大理石

が寄贈した大理石の暖炉がある）を残して、

間の左右の空間は解体、再生する、という報

告を専門家の意見によってまとめている。

　同じ時期に建てられた旧石川県庁は、広坂

通りに面して左右に大木が並ぶ「しいのき迎

賓館」として、西側を保存、金沢城本丸を望

む西側にはレストランなどが入る新しい部分

を接合し、全体を免震化している。ギャラリー

や大学コンソーシアムも入っている。全体の

工事費は 20 億円だったと聞いている。旧石

川県庁舎には、アルバイトや資料を調べに

入った覚えがある。二の丸には当時の金沢大

学の法文学部があり、周辺での学生生活には

本誌の 130 号で述べている。

　また、自身は山形県の出身だが、旧山形県

庁舎は、南東への移転の後、文化財に指定を

受けて、県庁舎と議事堂を保存、利用されて

おり、保存の手法と管理運営について聞き取

りを行ってきた。

2024 年 10 月のメディコスでのセミナーで

は、この会のメンバーの清水さん（愛知工業
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大学、前岐阜高専）がオランダのデルフトに

ある中世以来の町並みと建物のダイナミック

なリノベーションについて報告されている。

旧岐阜県庁舎でも、（Ｂ案）や、しいのき迎

賓館のように、保存する部分とリノベーショ

ンとの組み合わせる方法もあるのかもしれな

い。

旧岐阜県庁舎保存活用協議会
岐阜市市民活動支援事業　2024年

岐阜総合庁舎閉館イベント（2013年3月）、
正面のホールでクラッシックのライブ
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はじめに

①調査の趣旨

　岐阜県地方自治研究センターでは、本年2

月末から3月上旬にかけて、「自治体DXに

関するアンケート調査」を実施しました。こ

の調査で明らかにしたかったことは、主に二

つあります。

　第一は、「自治体DX」が自治体職員の労

働環境にどのような影響をもたらすのかとい

う問題です（労働問題的視角）。「自治体

DX」とは、行政手続きのデジタル化や行政

内部のデータ連係などを通じて、住民の利便

性向上と業務効率化を図るものとされていま

す。ただしそれだけではなく、急速に進む少

子高齢化への対応として、少ない人員で回せ

る自治体職場へと変えていくための改革とし

ても位置づけられています。したがって「自

治体DX」とは、業務の効率化・合理化を通

じた自治体職員の削減手段という側面も持っ

ており、そうであればその労働環境への影響

には常に注視していくべきと思われます。

　岐阜県地方自治研究センターは、2020年10

月にも、地方公務員のよりよい労働環境に向

けた議論を促す観点から「自治体職員アン

ケート」を実施しました（調査結果について

詳しくは、「自治体職員アンケート調査結果

報告書」『自治研ぎふ』増刊5号、2021年9月

参照）。このアンケートでは、自治体の労働

環境全般に関する職員の実感を汲み取ろうと

試み、その結果、〈自治体職員削減→長時間

労働→職場ストレスの蓄積〉という悪循環の

蔓延など、相当にしんどくなっている職場の

現状が浮き彫りになりました。こうした状況

は、長きにわたり続いてきた「地方行革」の

結果に他なりませんが、今回の調査では、そ

うした状況が「地方行革」の最新局面といえ

る「自治体DX」によって改善されるのか否

か、その点に焦点を当てました。

　第二は、「自治体DX」が地方自治のあり

方、中央地方関係にどのような影響を与える

のかという問題です（自治問題的視角）。す

でに報道等によっても知られているように、

「自治体DX」における中心的な仕組みであ

るマイナンバー制度が必ずしも十分に機能し

ていないという現状があります（会計検査院

「マイナンバー制度における地方公共団体に

よる情報照会の実施状況について」2024年5

月参照）。ここには、大規模な改革には相当

の時間がかかるという移行期の問題もさるこ

とながら、「自治体DX」が、中央主導で、

必ずしも自治体の実情を踏まえずに進められ

ているという問題があるように思われます。

今回の調査では、「自治体DX」は地方自治

を進めるのか否かついても注目しています。

　本稿は、以上の二点を中心に、今回の調査

結果の全体像について速報的にまとめたもの

です。今年度中に、より詳細な分析を踏まえ

た報告書を公表する予定ですので、そちらも

併せてご覧いただければと思っています。

自治体 DX に関するアンケート調査結果について
山 本 公 徳

　特集１　　

岐阜大学地域科学部教授／岐阜県地方自治研究センター研究員



自治6;͗ݚ

②調査対象

　今回の調査では、アンケート用紙を岐阜県

地方自治研究センターの会員団体である自治

体・労働組合およびその他の県内市町村に配

布し、協力をお願いしました。会員団体があ

る16自治体および岐阜県市町村行政情報セン

ターにおいては443人の方々にアンケート用

紙を配布し、254人から回答が寄せられまし

た（回収率57.3％）。またそれ以外にも、山

県市、飛騨市、岐南町、神戸町、大野町、川

辺町、白川町、東白川村などから40人分（所

属先未記入10人含む）の回答をいただき、総

回答数は294人となりました。（この40人分

については、配布数を把握できておらず回収

率が出せないため、表からは外してありま

す）

③質問と回答方法

　質問として、以下に示す6項目を尋ねまし

た。質問1と2については、「改善した／影響

はない／悪化した」の三つから一つを選ぶ選

択式、質問3から6については記述式での回答

をお願いしました。

【質問1】ご自身の業務内容に

関して、「自治体DX」による

変化はありましたか。

【質問2】ご自身の所属する自

治体に関して、「自治体DX」

は自治体行政を全体として改

善していると思いますか。

【質問3】ご自身の業務内容に

関して「自治体DX」によって

変化したことはありますか。

仕事の進め方、業務量などに

ついて苦労していること、あ

るいは工夫していることなど

あれば教えてください。

【質問4】先般、マイナンバー

カードは普及したが活用され

ていない実態が会計検査院か

ら指摘されました。「自治体

DX」が必ずしも順調に進んで

いない面が明らかになりつつ

ありますが、その原因につい

て思い当たる点があればお書

きください。

【質問5】「自治体DX」は

デジタル化による業務内容の

【自治体ＤＸアンケート調査回答者】
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「標準化」「マニュアル化」により業務

の習得を容易にさせ、担い手の裾野を

広げる可能性を秘めています。しかし、

個々の創意工夫の余地をなくし仕事のや

りがいを奪うといった懸念もあります。

この点について現場の実感をお書きくだ

さい。

【質問6】現在の「行政デジタル化」におい

て不足していること、今後必要になって

くることについて思うところがありまし

たらお書きください。

1　各質問への回答の概要

①【質問1】個々の業務での変化

 　【質問1】では、自治体職員の個人レベル

で「自治体DX」が業務内容にどのような影

響を及ぼしているのかを、「改善した」「影

響はない」「悪化した」の3択から選んでも

らいました。

　結果は、「改善した」110回答（38％）、

「影響はない」154回答（52％）、「悪化し

た」24回答（8％）、無回答6回答（2％）と

なりました。まず目を引くのが、「影響はな

い」が半数を超えている点でしょう。「改善

した」も相当数あるとはいえ、総務省の策定

した「自治体デジタル・トランスフォーメー

ション(DX)推進計画」（2020年12月）にお

いて設定された推進期間（2021年1月～2026

年3月）が、すでに残り1年を切っていること

に照らし合わせれば、「自治体DX」が順調

に進んでいるとは言いがたい状況があると言

えます。

　また、順調に進んでいないというだけでな

く、「悪化した」が1割弱あるのも、労働環

境との関係で無視できません。これからの

「自治体DX」を考えていく上で、こうした

声に耳を傾けていくのも重要になってくると

思われます。

②【質問2】自治体全体での変化

　続いて【質問2】では、【質問1】と同じ

問いを、自治体という組織レベルに関し

て尋ねています。結果は、「改善した」

144回答（49％）、「影響はない」129回答

（44％）、「悪化した」15回答（5％）、無

回答6回答（2％）でした。個人レベルにつ

いて聞いた【質問1】と比べると、「改善し

た」が11ポイント高く、「影響はない」と

「悪化した」はそれぞれ8ポイントと3ポイン

ト低くなっています。「改善した」とした回

答は、「影響はない」と「悪化した」を足し

た合計と同数であり、十分な規模とは言えな

いものの、個人レベルよりは自治体レベルの

方が職員の評価が高くなる傾向が見られまし

た。
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③【質問3】個々の業務での変化の内容

　では、改善にせよ悪化にせよ、その変化と

は具体的にはどのような内容の変化なので

しょうか。その点について尋ねたのが質問3

です。質問3以降は記述式であり、多様な回

答が寄せられましたが、全体の大まかな傾向

を知るために、まずは回答を大きく3つに分

類してみました（図3）。

　その結果、業務の改善について指摘したも

の（「効率化・負担軽減」）が 78 回答（27％）、「変

化なし」としたのが 57 回答（19％）、業務の

悪化を指摘したもの（「負担増・非効率化」）

が 63 回答（21％）、「その他・無回答」が 96

回答（33％）となりました。

　ここでは記述式の回答を筆者の主観で分類

しており偏りが出る可能性が否定できず、そ

の点を割り引いて見てもらう必要があります

が（質問4～6についても同様）、その上で

指摘しておきたいのが、質問1と少し異なる

傾向が見て取れるという点です。質問1での

「影響はない」に対応する質問3の「変化な

し」が大幅に減っていますが、「変化なし」

と「その他・無回答」を足すと回答数153と

なり、質問1の「変化なし」とほぼ同数とな

ります。これが両者の一致を意味していると

すると、質問1では「改善した」を選択した

人のうち少なくない数が、質問3では変化の

内容として「負担増・非効率化」を指摘して

いるということになります。このことが何に

起因するのかは慎重な考察を要するところで

すが、さしあたり、「自治体DX」による具

体的な業務の変化を考える場合よりも、総論

的に問われた場合に肯定的評価へのバイアス

がかかること指摘できると思われます。

　続いて、記述の内容についてより詳しく見

ていきましょう。

　まず、業務の変化として「効率化・負担軽

減」の達成をあげた78回答について、以下の

ように分類してみました（複数カウントの

ケースあり、以下同様）。1つしかなかった

回答や、「業務の効率化に役立った」など一

般論的な回答については「その他・分類不

能」としてカウントしました。

　・生成AIやRPA等によるルーティンワー

クの自動化＝21

　・オンライン申請等による窓口対応の負担

軽減＝13

　・文書管理・進捗管理等、管理業務の効率

化＝11

　・ペーパーレス化＝6

　・teamsやロゴチャット等による職員間の

情報共有・コミュニケーション円滑化

＝14

　・ワークフロー見直し＝3

　・在宅ワークが可能に＝2

　・その他・分類不能＝15

　これらを見てみると、「自治体DX」は、

さしあたっては時間をとられるルーティン

ワークや反復的業務の自動化・処理時間短縮

化、という点に最大の効果を上げていること

が見て取れます。導入が始まっている各種

ツールを使いこなせば、効率化の点でかなり

の成果が期待できそうです。
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　では、「負担増・非効率化」を指摘した63

回答の方はどうだったでしょうか。こちらに

ついても分類を行ってみました。

　・業務がアナログとデジタルで二重化する

などかえって負担増＝28

　・業務見直しが伴わず、不要なデジタル化

でかえって非効率化＝22

　・部署による必要度の差が考慮されず＝2

　・セキュリティ、トラブル対応、費用対効

果に懸念＝7

　・その他・分類不能＝5

　見られるとおり、こちらの回答では業務の

アナログとデジタルでの二重化や、前提とな

るべき業務の見直しがなされていないことな

ど、やや俯瞰的な視点で業務全体を見渡した

上での意見が目立つように思われます。

　この点を踏まえて改めて「効率化・負担軽

減」の回答内容を眺めてみると、指摘は具体

的で、裏を返せば個々の業務レベルでの効率

化に目が向けられているとも言えそうです。

こうした視野の違いに関して、回答の中に、

「DXまでたどり着けていない。現状はデジ

タライゼーション（デジタル化）までだと感

じている」という指摘がありました。この指

摘の言うとおり、効率化の達成を肯定的に評

価する回答は「デジタル化」に、負担増に

注目する回答は「DX」に注目しているとい

う傾向を指摘できるように思います。改革を

「DX」レベルまでどのように引き上げてい

くのか、そのあたりに課題がありそうです。

④【質問4】停滞の原因

　この質問では、質問文で「自治体DX」が

停滞しているという現状認識を提示しつつ、

その原因について聞いてみました。ここで

は、会計検査院のマイナンバー制度に関する

報告書について設問で触れることで、「自治

体DX」が国主導で行われていることへの注

意を促し、回答に際して、中央地方関係も意

識してもらうようにしています。

　とはいえ、回答を分類してみたところ、中

央地方関係に関わる回答はわずかで、多くの

回答が自治体内部のあり方に注目していま

した。具体的には、「職員の意識」に原因

があるとするものが50回答（17％）、「自

治体DX」の「システム設計」とするもの74

回答（25％）、労働環境とするもの30回答

（10％）、国の関与7回答（3％）、「その

他・無回答」132回答（45％）という結果と

なりました。

　「職員の意識」の分類には、知識の不足も

含め、職員の当事者意識の欠如を停滞の原因

としてあげた回答をカウントしました。これ

は他の三つと比べて、状況を変えるのは職員

の努力次第としている点で「自治体DX」自

体や組織レベルの取り組みには肯定的と言

え、「自治体DX」への好感度は高いと想定

できます。そうしたことから、いくつかあっ

た「自治体DX」はそもそも停滞していない

という趣旨の回答もこの分類に含めていま

す。

　これに対し「システム設計」の分類には、

システムが複雑すぎたりユーザー本位でない



自治10;͗ݚ

こと、従来の業務における課題の洗い出しな

しにスタートしてしまったこと、そもそも利

便性が感じられないなど、現状の「自治体

DX」自体に含まれている問題に原因を求め

る回答をカウントしました。これは、システ

ム内在的な問題の指摘という点でかなり重大

な内容を含んでいますが、この分類が一番多

かったということは深刻に受け止める必要が

あるのではないかと思われます。

　また「労働環境」の分類には、職員が通常

業務に手一杯でDXに取り組む余裕を持てて

いないこと、専門的な知識やスキルを持つ人

材が不足していることなど、人的リソース不

足を指摘した回答をカウントしました。

　最後に「国の関与」の分類ですが、ここに

は国の対応の遅さ、その対応が場当たり的で

あること、地方の実情を踏まえていないこと

などに原因を求める回答を含めています。深

刻な内容が含まれていますが、かなり数が少

なかったことを考えると、国の対応はさほど

優先順位が高いとは認識されていないと言え

るかもしれません。

⑤【質問5】「標準化」の影響

　この質問は、「自治体DX」と仕事のやり

がいとの関連性への興味から設定しました。

質問文では、デジタル化による業務内容の

「標準化」や「マニュアル化」にはポジティ

ブ面とネガティブ面の両面があることを示し

た上で、どう思うかを尋ねています。自治体

の業務に限らず、一般に仕事のやりがいや楽

しさは、業務における「裁量」の度合いや、

「専門性」の獲得などに密接に関わっていま

す。そうだとすれば、そうした「裁量」や

「専門性」のあり方への影響が想定される

「標準化」はかなりセンシティブな問題で、

自治体職員の関心は高いのではないかと予想

してこの設問を設けました。

　まず、「標準化」が良い影響をもたらすと

期待しているか、あるいは悪い影響をもたら

すと懸念しているかという観点で分類して

みました（図5）。見られるように、「その

他・無回答」の多さも気になるところではあ

りますが、「「標準化」に期待」が130回答

（44％）、「「標準化」に懸念」が36回答

（12％）と、積極的に期待する回答が約3.6

倍と圧倒的に多い結果となりました。全体的

に「標準化」が働き方にとってセンシティブ

な問題を含むとは考えられておらず、筆者の

予想ははずれたと言えるでしょう。

　では期待の中身にはどんな特徴があったで

しょうか。記述式回答の内容をさらに以下の

ように分類してみました。

　・「標準化」で節約した時間を創造的業務

へ振り向けられる＝18

　・そもそも公務員の仕事に裁量は不要、効

率化の方が重要＝62

　・創意工夫や裁量の余地がなくなることは

ない、気にしすぎ＝58

　・住民の利便性向上につながる＝4

　次に、懸念の中身についても同様に分類し

てみます。

　・そもそも多様な自治体の業務は「標準
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化」になじまない＝11

　・自分で考えることが減る、イレギュラー

への対応力が弱まる＝9

　・モチベーション喪失＝5

　・導入ありきで現場の状況が顧みられてい

ない、かえって負担増も＝11

　こうした回答からどんなことが見えてくる

でしょうか。

　まず指摘したいのは、現在の自治体職員に

とって、効率化というものが極めて高く価値

づけられているという点です。質問3で「自

治体DX」による業務の変化の具体的内容を

聞いた際には、「効率化・負担軽減」を回

答したのが27％、「負担増・非効率化」は

21％でした。この比率と比べると、質問5で

は「期待」の比重がかなり高くなっているい

えます。この違いは、質問5では、実際の仕

事の現状というよりも、回答者の価値観が反

映された結果ではないかと思われます。

　質問5には回答者の価値観が反映されたと

考えられる傍証として、回答の仕方として

「防衛的」あるいは「反論的」なものが多

く、さらに言えば「感情的」と言わざるをえ

ないものも見受けられたという点があげられ

ます。質問文は、「標準化」のメリットとデ

メリットに両論併記という形で触れ、その上

で現場の実感を聞くという格好になっていま

す。にもかかわらず、「標準化」を肯定する

回答では、メリットに触れているものは少な

く、デメリットに反論するという形での意見

表明がかなり多く見られました。

　いくつか引用すると、「やりがいを奪うと

いった懸念はないと思う。そういった否定的

な思想がDXの障害となっていると思う」、

「デジタル技術を活用する側の資質の問題だ

と思います。AIと同じです。デジタル技術

を個々の創意工夫のもと活用することが必要

です。デジタル化によって創意工夫の余地が

なくなるというような考え方しかできない人

材しか集まってこない現状をなんとかしない

といけないと感じています」、「そんな心配

しなくても、そもそも現場は工夫なんぞしな

い。一部の一握りが苦労して最適化するだ

け。政府の考えは、乱暴でやや拙速に過ぎる

にしろ、長期的には間違っていない。むし

ろ、そういう論調でDXが悪とでも刷り込も

うとしてくるのが邪悪」といったものがあげ

られます。

　次に、もう一つ注目しておきたいのは、

「創意工夫や裁量の余地がなくなることはな

い」と分類した回答の中に、効率化において

こそ「創意工夫」が発揮されているといった

趣旨のものが見られたことです。ここには手

段の目的化を見て取ることができます。具体

的には、「年々人員が減少しているので、デ

ジタル化による作業時間短縮は必須と思う。

創意工夫はデジタルスキルを身に着けてデジ

タル面での創意工夫につなげる」、「個々の

仕事を、作業の部分と、考える仕事の部分に

切り分けができれば問題ないと考える。すべ

てが作業になったとしても、作業をどうやっ

て効率化させるか、この作業をどうやって地

域に反映させるか？など考える部分は無限に

あると思う」といった回答が上げられます。

　以上のように、質問5への回答からは、効

率化が最優先の価値観となっている自治体職

場のようすが垣間見えるように思われます。

筆者には、この状況には問題があると感じら

れます。おそらくこの背景には、長期間に及

ぶ「地方行革」のなかで徐々に仕事の裁量が

なくなっていき、いわゆる定型業務が仕事の

大半を占めるようになったという経緯があっ

たのではないでしょうか。こうした状況がな
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ぜ生まれてきたのか、この点は別途調査する

価値のある重大な問題だと思っています。

⑥【質問6】今後必要なこと

　この質問では、「自治体DX」「行政デジ

タル化」について、今何が不足しているの

か、今後何が必要になってくると考えられる

かを、最後の総括的な問いとして尋ねまし

た。

　ここでは、さまざまな内容の回答を5つに

分類してみました。「職員の意識」に課題が

あるとするものが46回答（16％）、「進め方

の見直し」をあげたものが42回答（14％）、

「住民理解」が15回答（5％）、「国の支

援」が11回答（4％）、「リソース確保」49

回答（17％）となっています。

　「職員の意識」として括った回答について

少し詳しく見ていくと、「職員のデジタル化

への苦手意識」の克服や、デジタル・リテラ

シーの向上やスキルアップ、積極的な知識の

獲得などが今後必要なこととされるものの主

な内容となっています。

　「進め方の見直し」が今後必要だとした回

答には、「RPAの更なる活用」、「行政手

続のオンライン化の拡大」、「（マニュアル

を見ながらでなくとも動かせるような）シス

テムの操作性の向上」などのシステム面での

改善、デジタル化に向けた行政・民間・住民

の協力、「DX推進担当課による各課への聞

き取り調査や現地調査」、「デジタル関係部

署とその他の部署との意思疎通」といった推

進体制の整備、「デジタル化が必要な業務と

そうで無い業務の洗い出し」、「DXを目的

にはせず、それを手段として用いること」、

「盲目的にデジタル化を推し進めるのではな

く、本当に必要な部分を見極めること」な

どの「自治体DX」の範囲・対象の見直しと

いったものが含まれています。

　「住民理解」においては、「市民目線のデ

ジタル化」、市民の認知度向上、高齢者や障

害者へのサポートなどの回答が多く見られま

した。

　「国の関与」では、「DX化推進に要する

財源措置」、人口が少ない市町への費用の補

助、「衛星によるWi-Fiの完備」、「決定権

者の理解と、現場の需要」とのチグハグの解

消、「国の強力な指導によるデジタル化推

進」などを国に求める声が見られました。他

方で、国が自治体にDXを押し付けず補助に

まわり「検討した結果として「デジタルを採

用しない」という判断も是とする」べきとい

うふうに、自治体の自主性を尊重すべきとい

う声も散見されました。

　「労働環境」については、負担増・業務量

の増加、DXに取り組む時間的余裕の欠如、

人員不足、予算不足、DX専門人材不足など

を指摘する回答が目立ちました。

　図6における項目の順番は、「その他・無回

答」を除くと、ちょうど「自治体DX」への積

極性の度合いに対応していると思われます。

2　「自治体 DX」 の影響についての属
性別の特徴

①職種

　ここからは、回答者自身の業務での「自治
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体DX」による変化を3択で尋ねた質問1と、

同様の点を自治体について尋ねた質問2とに

ついて、回答者をいくつかの観点から属性に

よってグルーピングし、それぞれの回答にど

んな特徴があったかを見ていきたいと思いま

す。

　まずは職種別にみた回答の特徴についてで

す。職種欄に記入のあった回答者について、

「事務職」、「技術職」、「その他」の3グ

ループに分け、それぞれの回答比率に注目す

るため100％積み上げ棒グラフで表示してみ

ました（図7、図8）。

　ここからは、職種別で見た場合には回答の

比率に大きな変化はなく、「改善した」の比

率において、個人レベルに関する図7で「技

術職」が、自治体レベルの図8で「その他」

が若干低くなっていますが、全体としてはほ

ぼ同じ傾向を示していると言っていいように

思われます。

②役職

　次に役職別の回答を見てみます。ここでは

「課長補佐クラス」、「係長クラス」、「主

任クラス」、「係員クラス」に4グループで

集計しました。

　役職別の比較では、個人レベルと自治体レ

ベルの双方で、「課長補佐クラス」および

「係員クラス」で「改善した」の比率が高

く、「係長クラス」「主任クラス」で低いと

いう傾向が見られることを指摘できるでしょ

う。加えて、個人レベルでは係長クラスが特

に低くなっています。

　アンケートへの回答では、例えば「行政デ

ジタル化」について今後必要になってくる

ことを聞いた質問6で、「管理職、職場の意

識」「古い意識のままやってきている組織上

層部の意識改革」「管理者（年齢層の高い

方々）がしっかり考えること」をあげる指摘

が散見されました。しかし「課長補佐クラ

ス」の「改善した」の回答率は高く、データ

からは必ずしも指摘通りではない結果が示さ

れています。「影響はない」および「悪化し

た」には、「自治体DX」への積極派と消極

派の双方が含まれる可能性があり、その点を



自治14;͗ݚ

精査しないと結論的なことは言えませんが、

少なくとも「改善した」の回答者は積極派と

考えて良いでしょう。

③年代

　続いて年代別のデータも見ておきたいと思

います。「改善した」の回答比率の高い順に

並べると、個人レベルでは「30代」「50代」

「40代」「10～20代」の順に、自治体レベル

では「30代」「10代」「50代」「40代」の順

になっていることが見て取れます。

　ここでも、先ほどの役職別の場合と同様

に、「影響はない」と「悪化した」の内実を

精査してみないことには確かなことは言え

ませんが、少なくとも年代が上がるにつれ

て「自治体DX」に消極的になるとは言えな

いと思われます。「自治体DX」を阻むよう

な、デジタル化への消極的意識があるのだと

しても、その原因を世代に求めるのはやや安

易なのではないでしょうか。

④人口規模

　最後に、人口規模別の回答に触れておきま

す。ここでも「改善した」の回答比率を見

ておくと、個人レベルと自治体レベルとも

に、「10万人以上」と「1～5万人」で高く、

「5～10万人」と「1万人以下」で低い結果に

なっています。

　「自治体DX」の効用が、人口規模の大き

い自治体で高く、小さい自治体で低いことは

容易に想定できることでしょう。それはアン

ケート結果にも概ね合致していると思われま

す。ただ興味深いことに、「1～5万人未満」

規模の自治体はこの想定から外れる結果と

なっています。現時点でその原因の考察はで

きていないのですが、ここには、今後「自治

体DX」を進めていく上でのヒントがあるよ

うにも思われます。

おわりに

　本稿では、本年の2月から3月にかけて行わ

れた「自治体DXに関するアンケート調査」
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について、とりあえずの報告ということで、

大まかな結果について書かせていただきまし

た。今後、年度末に予定されている最終報告

の発行に向けて、関係者や読者の皆さんとの

議論を重ねつつ、考察を深めていきたいと思

います。

　今回は回答の回収率も極めて高くなってお

り、ご多忙の折、多くの方々に丁寧かつ真摯

に回答していただいたことに対して、この場

を借りて厚く御礼申し上げます。
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１．はじめに

　近年の労働関係の法政策においては、人口

減少を背景とした労働供給制約が避けられな

い中で、「多様な個人の労働参加の促進」が

強調されている。そしてその一環として、育

児・介護に関する施策も、相当程度のスピー

ドをもって展開されてきている。そこでは、

男女ともに育児・家事を担いつつ、仕事やキャ

リア形成との両立実現が目指されているとい

える
1

が、特に近時は、介護離職者やビジネ

スケアラー
2

増加も深刻化が懸念されている

中で、介護にもスポットがあたってきている

のが、１つの特徴といえよう。

　そうした中で育児・介護休業法（以下、育

介法）が 2024 年５月に改正され、その多く

は 2025 年４月から施行された（以下、2024

年改正）。こうした改正内容は、当然のこと

ながら基礎自治体職員の働き方にも影響を与

えよう。少し時期は遡るが、筆者は 2024 年

２月に、大分県臼杵市の担当者から、市役所

職員の育児・介護に関する取り組み等を伺う

機会をえた。そこで本稿ではまず、2024 年

改正の内容
3

を概観したうえで、臼杵市役所

でのヒアリング内容を紹介し、それらを踏ま

えて、自治体での働き方における 2024 年改

正の意義と課題を考察したいと考えている。

２．2024 年改正の概要と要点

（１）概要－趣旨・背景

　2024 年改正の柱は、「１．子の年齢に応じ

た柔軟な働き方を実現するための措置の拡

充」「２．育児休業取得状況の公表義務拡大

や次世代育成支援対策の推進・強化」「３．

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援

制度の強化」とされている。このうち、職員

の働き方と密接に関わるのは１と３である

ため、本章では、2025 年４月施行の内容と、

10 月施行の内容の中から、この２つに関わ

るものにつき概観するが、それに先立ち、１

および３の趣旨・背景について若干補足をし

ておく。

　１については、これまでの制度でも、子が

３歳になるまで、労働者の希望に応じ、短時

間勤務制度（１日６時間）や所定外労働時間

の制限などが置かれていた（フレックス、始

業時刻変更などは努力義務）。もっとも、厚

生労働省・今後の仕事と育児・介護の両立支

援に関する研究会による報告書（以下、報告

書）によれば、たとえば女性は、子が１歳以

降は短時間勤務を希望する割合が多いもの

の、３歳以降は残業をしない働き方や柔軟な

働き方（出退勤時間やシフト調整、テレワー

ク等）を希望する割合が高くなるといったよ

うに、「子の年齢に応じてニーズが変化する

傾向があること」等が指摘されていた。今回

の改正の趣旨・背景の１つには、そうした中

で、３歳以降も含めてより「柔軟な働き方の

選択肢を増やす」
4

こと、それによって男女と

　特集２　　

2025 年施行の育児介護休業法改正と
自治体職員への育児・介護支援
  ─ 臼杵市役所へのヒアリングを踏まえて
岐阜大学地域科学部教授／岐阜県地方自治研究センター研究員 河 合　 塁
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も就業を継続しつつ育児との両立を目指すと

いうことがあるといえる（見直し内容の俯瞰

図は上記図表１参照）。

　３については「はじめに」でも述べたこと

の繰り返しとなるが、高齢化の進展とともに、

家族の介護をしながら働く労働者が今後増加

していくこと、かつ、それによる介護離職も

相当程度見込まれることから、家族介護に直

面した労働者に対し、両立支援の制度につい

ての情報提供・周知を行ったり、介護休業制

度等についての理解促進を図っていこうとす

るものである。そもそも介護休業の法制度や、

勤務先の両立支援制度の存在や内容、利用手

続などすら十分に知らず、離職を検討する労

働者もいるとの考えから、こうした措置が打

ち出されたのである。

（２）2025 年４月１日施行分

　４月から既に施行されている改正内容につ

いて、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実

現するための措置の拡充」と、「介護離職防

止のための仕事と介護の両立支援制度の強

化」のそれぞれに関連するもののうち、主な

ものを概観しておきたい。

①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する

ための措置の拡充

ア）子の看護休暇の見直し（「子の看護等休

暇」に）

　看護休暇とは、もともとは「子の看護」

のために、原則として１年で５日
5

まで休

暇（１日単位または時間単位）が取れる、

という制度である。

　これまでは、対象となる子は「小学校就

学前」、また休暇取得できる事由も、子の

病気・けがや予防接種などに限定されてい

た。しかし、コロナ禍での一斉休校による

保護者への影響や、学校行事に参加したい

といったニーズなどもも踏まえて、対象と

なる子の範囲が小学校３年生修了まで拡大

されるとともに、取得可能な事由も、「感

染症に伴う学級閉鎖」「入園・入学式、卒

図表１　厚生労働省「令和６年改正法の概要」より抜粋
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園式」に拡大された（それによって、「子

の看護休暇」から「子の看護等休暇」に名

称も変更された）。

　なお、休暇取得についての使用者の配慮

事項として、証明書の事後提出や中抜け利

用などについての柔軟な運用が示されている。

イ）所定外労働制限（残業免除）の対象拡大

　所定外労働制限とは、労働者が請求した

場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除

き、所定外労働をさせてはならないという

しくみであり、従来は「３歳になるまでの

子を養育している」労働者のみが対象と

なっていた。しかしながら、子が３歳になっ

たからといって急に残業が可能になること

も現実にはなかなか厳しく、そうしたこと

もあって、フルタイム勤務そのものを忌避

する労働者（特に女性正社員）も少なくな

かった。

　こうしたことから今回の改正では、利用

可能な対象労働者につき、小学校就学前の

子を養育する労働者にまで拡大された。な

お、「事業の正常な運営を妨げる場合」に

は従来どおり所定外労働を就業規則等に基

づき命じることは可能だが、作業内容や繁

閑、代替要員配置の難しさ等から客観的に

判断される（単に「残業が事業運営上必要

だから」というだけでは、時間外労働をさ

せてよい理由とはならない）
6

のは従来通り

である。

ウ）短時間勤務制度（３歳未満）の代替措

置として「テレワーク等」の追加

　短時間勤務制度とは、３歳未満の子を養

育する労働者が希望した場合、事業主は、

１日の所定労働時間を６時間
7

に短縮しな

ければならないという制度である（ただし、

それが困難な業務に従事する労働者に関し

ては、労使協定の締結を条件に、１）育児

休業に関する制度に準ずる措置、２）フレッ

クスタイム、３）時差出勤・退勤、４）保

育施設の設置運営その他これに準ずる便宜

供与
8

のいずれかの「代替措置」を講ずる

ことで対象外とできる、とされている）。

　2024 年改正では、仕事と育児の両立の

観点におけるテレワークの有用性に着目さ

れ
9

、この１）～４）の選択肢に、新たに

テレワーク等
10

が加えられた。

エ）育児・介護のための「テレワーク等」

の導入（努力義務）

　ウ）とは別に、従来から、子が３歳未満

の労働者に対しての、フレックスタイムや

時差出勤・退勤、保育施設の設置運営その

他これに準ずる便宜供与の提供措置のいず

れかが、事業主の努力義務とされていた。

2024 年改正では同様に、これらの措置に

も「テレワーク等」が加えられることとなっ

た（育介法 24 条１項２号）。

②介護両立支援制度等に関する雇用環境整備

措置等

　上述したように、法に基づく介護休業制度

や、勤務先の介護両立支援制度（介護休暇、

所定外労働制限、時間外労働制限、所定労働

時間短縮措置など）については、そもそも労

働者がそういったしくみをよく知らないま

ま、十分に活用することなく離職を選択する、

ということもありえたものと思われる。従来

の制度には、こうしたことへの対応は見られ

なかったが、2024 年改正では、こうしたこ

とへの対応として、いくつかの措置が義務付

けられることとなった。
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　ア）雇用環境整備措置

　労働者から、介護休業や、勤務先の制度

の利用申出が円滑に行われるよう、図表２

に掲げるいずれかの措置を講じなければな

らないこととなった。１）の研修実施に関

しては少なくとも管理職は受けさせるこ

と、２）に関しては、単に形式的な窓口で

はなく、実質的対応が可能な窓口とするほ

か、労働者に対しての窓口の周知なども期

待されている。なお、こうした措置につい

ては、現在雇用している労働者において親

の介護等の可能性がない場合でも、提供す

べき義務を負っているといえる。

イ）介護両立支援制度等に関する早期の情

報提供

　上でも述べたように、現実に介護に直面

することとなる前の段階での情報提供が望

ましい。そうした点から 2024 年改正では、

労働者が介護保険の第２号被保険者となる

タイミング（40 歳到達年度または 40 歳時

のいずれか）において、以下のすべての事

項（図表３）につき、面談（オンライン可・

音声のみ不可）、書面交付、ファックス、

電子メール等のいずれかによって周知する

義務が使用者に課されることとなった（な

お図表３の１）～３）のほか、介護保険制

度についても知らせることが望ましいとさ

れている。

ウ）介護に直面した旨の申出をした労働者

に対する個別の周知・確認

　これまでの制度では、介護休業に関する

制度について、労働者にわざわざ個別に周

知したり、意向を確認したりするといった

仕組みはなかった
11

。2024 年改正では、「介

護に直面した」旨を申し出た労働者に対し、

事業主は、介護休業や両立支援制度に関し

ての周知（内容は図表３と同様）と、こう

した制度の利用の意向確認を、個別に、面

談（オンライン可・音声のみ不可）、書面

交付、ファックス、電子メール等で行うこ

ととされた。こうした個別周知と意向確認

は、制度利用が円滑になされることが目的

であるため、取得を控えさせるような言動

（申し出をしないよう抑制したり、申し出

をした場合の不利益をほのめかしたり、取

得の前例がないことをことさらに強調する

など）は当然のことながら許されない（指

針第２の５の４（１））。

（３）2025 年 10 月１日施行分

　一方で、2025 年 10 月から施行予定の改正

内容についても簡単に紹介しておく。大きく

は、育児期の柔軟な働き方を実現するための

図表２　雇用環境整備措置

１）介護休業・介護両立支援制度等に関

する研修実施

２）介護休業・介護両立支援制度等に関

する相談窓口設置

３）自社の制度利用事例の収集・提供

４）自社の制度の取得促進に関する方針

の周知

図表３　情報提供事項（下記のすべて）

１）介護休業に関する制度、介護両立支

援制度等の内容

２）介護休業・介護両立支援制度等の申

し出先（人事部等）

３）介護休業給付に関すること（制度内

容等）
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措置と、仕事と育児の両立を柔軟にするため

の措置とに分けられる。

①育児期の柔軟な働き方を支援するための措置

ア）育児期（３歳～小学校就学前）の柔軟

な働き方を実現するための措置

　事業主は、３歳から小学校就学前の子を

養育する労働者に対して、労働者の過半数

で組織する労働組合（ない場合は過半数代

表者）の意見を聞いたうえで、図表４に掲

げる５つの中から２つ以上の措置を選択し

て講じなければならない、とされた。

　なお、１）の「終業時刻等の変更」とは、

フレックスタイムなど、１日の所定労働時

間を変更することなく、始業・終業時刻を

繰り上げ・繰り下げする制度（いわゆる時

差出勤制度）である。また、４）の「養育

両立支援休暇」とは、1 年の間で 10 日以

上の日数につき、時間単位での利用を可能

とするものとされている。ちなみにすでに

所定労働時間が６時間以下の労働者の場合

は、それをもって措置のうち１つを講じた

ことにはならない（別途２つの措置を用意

する必要がある）。

　労働者は、事業主が講じた措置の中から

１つを選択して利用することができる。１）

～４）に関しては、いずれも、フルタイム

での柔軟な働き方を前提としているもので

あることに留意が必要であろう。

　イ）個別の労働者への、周知・意向確認

　事業主は、「３歳に満たない子を養育す

る労働者」に対して、子が３歳になるまで

の適切な時期に、「柔軟な働き方を実現す

るための措置」として、図表４の中から選

択した制度に関し、対象措置の内容、対象

措置の申し出先（人事部等）、所定外労働

の制限（残業免除）に関する制度、時間外

労働・深夜業の制限に関する措置の周知と、

こうした制度の利用の意向確認を、個別に

面談（オンライン可）によって確認しなけ

ればならない。

　周知時期（周知のタイミング）としては、

子が３歳の誕生日の１か月前までの１年の

間であるが、それ以外の時期に定期的に面

談を行うことも望ましいとされている。ま

た、個別周知・意向確認はいずれも、対象

措置の利用が円滑に行われるようにするこ

とが目的であるため、利用を控えさせるよ

うな言動などは行ってはならない。

②仕事と育児の両立に関して

ア）妊娠・出産等の申出時と子が３歳にな

る前の個別の意向聴取

　事業主は、労働者から、本人又は配偶者

の妊娠・出産等の申し出があったときや、

子が３歳になるまでの適切な時期に、子や

各家庭の事情に応じた、仕事と育児の両立

に関する「勤務時間帯や勤務地、両立支援

制度等の利用期間、労働条件の見直し等」

について、労働者の意向を個別に聴取しな

図表４　柔軟な働き方を実現するための
　　措置（下記のうち２以上）

１）始業時刻等の変更

２）テレワーク等（10 日以上／月）

３）保育施設の設置運営等

４）就業しつつ子を養育することを容易

にするための休暇

　　（養育両立支援休暇）の付与（10 日

以上／年）

５）短時間勤務制度（１日の所定労働時

間を原則６時間とする措

置を含む）
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ければならない。

　具体的には、労働者が、本人又は配偶者

の妊娠・出産等を申し出たとき、および労

働者の子の３歳の誕生日の１か月前までの

１年間において、図表５の事項について、

面談（オンライン可）。書面交付、FAX、電

子メール等によって、労働者の意向を個別

に聴取しなければならないとされている。

　イ）聴取した労働者の意向の配慮

　事業主は、ア）で聴取した、労働者の

「仕事と育児の両立に関する意向」につい

て、自社の状況に応じて配慮しなければな

らない。具体的に「配慮」として考えられ

るものとしては、図表５にあるように勤務

時間帯・勤務地に係る調整、業務量の調

整、両立支援制度等の利用期間等の見直

し、労働条件の見直しなどが挙げられてい

る（もっとも、必ずしも労働者の意向どお

りに事業主が実施しなければならないわけ

ではなく、検討の結果、対応困難な場合に

は、困難な理由を労働者に説明する等の対

応が求められている）。

３．臼杵市役所における取り組みを踏ま
えて

（１）臼杵市役所の職員数等

　臼杵市は大分県東南部に位置する人口

33,000 人強（2025 年２月現在）の自治体で

あり、2024 年度の職員数は 393 名（うち一

般行政部門 188 名、福祉関係部門 68 名、教育・

消防部門 107 名、公営企業部門 30 名）であ

る。また 2023 年度には 13 名（うち消防職３

名）を採用している。職員の平均年齢は 43.4

歳であり、大分県の 41.6 歳、国の 42.4 歳と

比較すると若干高めである（職員数・年齢に

関しては「臼杵市人事行政の運営等の状況に

ついて（令和５年度）」参照）。

　以下では、2024 年２月ヒアリング時点で

の概要を紹介しておきたい。

（２）臼杵市における育児休業の取得状況

　臼杵市では、女性職員はほぼ 100％の育児

休業取得率であり、かつ、１年から２年程度

の長期取得が一般的となっている。育児休業

中の代替要員としては、会計年度任用職員を

雇用することもある（もっとも近年では、高

齢の職員が多くなりつつある）。

　男性職員の育児休業取得についても最近は

進んできており、ここ数年は 36 ～ 50％くら

いとなってきている。もっとも消防職におい

ては、業務の特性上、取得が難しい面もある。

　なお、育児休業を取得した職員は、原則と

して年度をまたぐ場合、翌年度より総務課付

とし、復職に際しては、本人と相談のうえ、

経験のある部署への異動を行うこともある。

（３）育児休業等支援関係

　上記のとおり、女性職員の育児休業取得率

は近年100％を維持しており、３歳までの取得

が可能となったことを背景に、長期間の取得

例が増加している。男性職員においても取得

率は徐々に上昇している（ただ、２～３週間程

度の取得にとどまっているケースも多い）。

　市では、育児休業の取得を促進するため、

取得を希望する職員にはできるだけ配慮し、

所属長にも理解と協力を依頼している。特に

図表５　聴取事項

１）勤務時間帯

２）勤務地

３）両立支援制度等の利用期間

４）仕事と育児の両立に資する就業の条

件（業務量、労働条件の見直し等）
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事務職員については、総務課からも積極的に

取得を促す声かけを行うなど、取得促進に努

めている。

　職場復帰後については、育児休業期間の長

短にかかわらず基本給の適正な回復が行われ

ており、職員団体との申し合わせも踏まえ、

休業前の職場への復帰を基本方針としている

（ただし、すべての職員が必ず元の職場に戻

れるわけではなく、個別の事情に応じた配属

先の調整がなされている）。また昇格につい

ては基本的に同期と同様に行われており、育

児休業取得による大きなキャリア上の不利益

は生じていないと考える
12

。

　さらに、子育てや介護といった家庭事情を

抱えながら勤務する職員に対しては、各種休

暇制度の利用や休日動員への配慮を行ってい

る。民間企業においてみられるような、育児

休業取得者発生による職場の負担感や人間関

係悪化、ハラスメントといった話は、職員団

体等からも聞かれず、職員間でも大きな問題

となっている様子はみられない。もっとも、

取得する職員の側には、代替要員確保の困難

さに関する一定の「気兼ね」が存在している

可能性もないとはいえない。

　子育て支援策についても、医療費の無料化

や、こども家庭庁設置を契機に、保育士給与

増額対応など、国からの施策指示に伴う突発

的な業務増加も課題となっている。高齢者施

策・子育て施策双方での対応負荷が今後一層

高まることが見込まれている。

（４）その他

　臼杵市においては、職員採用や働き方改革

の面でも、様々な取り組みがみられることか

ら、こちらも併せて紹介しておきたい。

①職員採用状況

　職員採用状況については、2016 年頃まで

は受験者も比較的多かったが、近年は減少傾

向にある。従来はセンター試験型の採用試験

であったものが、ネット型試験へ移行したこ

とに伴い、二次試験への来訪者数が減少して

いる。何よりも、合格を出しても、大規模な

自治体（大分市や大分県など）に流れる傾向

が強まっている。また最近は、民間企業の賃

金も上がってきており、一方で、公務員の仕

事の負担感（職を失うことはない反面、大規

模災害時における勤務負担が大きい点や、「住

民と近すぎる」という基礎自治体特有の職場

環境など）が目立つようになってきたことも

あってか、自治体を受験対象から外す層も増

えてきている。

　技術職（土木）や保健師の採用難はさらに

厳しい。これは平成の終わりごろから続いて

いるが、給与水準の問題が根底にあると思わ

れる。中途採用として、社会人経験者枠や年

度途中採用枠を設けたり、年間４回程度の試

験実施、年齢制限の緩和（30 代まで）など

柔軟な対応をとっているが、実際に民間から

転職してくる例は年に１人程度にとどまって

いる。また、職員の年齢構成もだんだんと高

くなってきており、若手層の確保が引き続き

の深刻な課題となっている。

　一方、会計年度任用職員は 270 ～ 280 名程

度にのぼり、正規職員数（約 400 名）に対し

ても相当な割合を占めている。なお、任用職

員の多くは学校配置であり、保健師、介護士、

保育士、教員（定年後再雇用者を含む）など

の資格職も一定数採用されている。

②働き方改革関連

　コロナ禍を経て、在宅勤務推進などの柔軟

な取組みも行っている。ただ、感染拡大時に

は分散勤務や土日出勤を認める対応もなされ

たが、現在では必ずしも広範には運用してい
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ない。在宅勤務については、個人情報を含ま

ない端末の貸与を進め、特に情報系部門では

運用が行われているが、住民基本台帳や税務

系など基幹系業務については在宅勤務との親

和性が低く、課題が残っている。在宅勤務に

おける業務成果把握は完全には確立されてい

ないが、計画提出と翌日の資料提出などで一

定の管理がなされている。

　労働時間短縮に関しては、市として「時間

外勤務縮減等対策委員会」を設置し、副市長

を委員長として、組合も交えて時間外労働の

抑制に努めている。ただ、業務量も増えてお

り、時間外勤務は前年比で約 17% 増加して

いる。また、年次有給休暇については、時間

単位休暇の利用も進んでいるものの、取得日

数は平均 10 日程度にとどまっている。

　兼業については、基本的に家業（農産物販

売、相続ビルの管理等）に限られており、原

則として事前申請制が採られている。

（５）職員への子育て支援関係に関する長所

や課題等

　総務省が公表している「令和５年度地方公

共団体の勤務条件等に関する調査」も参照し

ながら、長所や課題、および 2024 年改正へ

の対応可能性等を簡単に分析してみたい。

①長所及び課題点

　まず長所であるが、総じて、女性職員の育

児休業取得率が非常に高い（ほぼ 100％）こ

と、育児休業からの復帰支援のしくみが整備

されていること、育児休業に関するハラスメ

ントが少ない職場文化などが挙げられよう。

もっとも女性職員の育児休業取得率自体は、

市区町村全体においてもほぼ 100％であり、

うち 90％以上は、９か月を超える期間の育

児休業を取得しているため、この点は他の自

治体と比較して特別優位というわけではない

ともいえるが、興味深いのは、基本給の扱い

（勤務継続していた場合と比べても不利にな

らないようにする）や、原則として休業前の

職場に復帰する方針などを取っている点であ

ろう。また、復帰後の配属先も、本人の希望

に柔軟に対応することによって、育児休業取

得によるキャリア上の不利益を原則発生させ

ないといった、復帰後も見据えた運用をして

いるのは興味深い。民間にはみられがちな、

職場内の人間関係悪化は表面化していないの

も、市としての、取得者の周囲に対する配慮

などが職員に受け入れられていることの現れ

と評価できよう。

②課題

　他方で、男性職員の育児休業取得率はまだ

低く、また取得期間も短期であるといった

点は課題といえよう。上記の総務省調査で

は、市区町村における男性職員の取得率は

51.6％、取得期間は１か月以下が50.8％となっ

ているが、小規模自治体の場合には、さらに

数値としては厳しいものと予測されることか

ら、臼杵市の状況はむしろ健闘しているとも

いえるが、消防職のように、他の職員でのカ

バーが難しい部門があるのも、１つの課題と

言えば課題であろう。

　また、代替要員の確保が難しいことで、特

に男性において取得に気兼ねが生じやすいと

いった点もあった。ただ、これらは総じて、

多くの自治体が抱えている共通課題とも思わ

れ、そうした中で、取りやすい雰囲気づくり

に努めるなど、取得率だけではみえない、運

用面での取組みの素晴らしさを見て取れる。

③ 2024 年改正法施行への対応可能性

　既に育児休業取得の促進や所属長などによ

る積極的な取得の働きかけがなされており、
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改正法への対応についてはもともとある程度

進められているといえよう。特に、育児休業

後の復職支援体制などは、法が求める意向聴

取を越えたものであるが、育休復帰後の多様

なニーズに対応するという点では、取りやす

い環境づくりを進めようとする法改正の趣旨

にも合致していると評価できる。また、テレ

ワーク等の柔軟な活用についてもある程度柔

軟に進んでいることから、子の看護等休暇の

拡充に対応しやすいともいえる。

　他方で、改めてテコ入れが必要と思われる

点としては、現状でも代替要員の確保がやや

困難な中で、休業取得促進と業務負担の調整

をどのように両立させていくのかという点で

あろう。特に、男性職員の育休取得促進や、

取得期間の伸長を進めるためには、中長期の

育休（半年～ 1 年以上）におけるカバー体制

の構築がより一層重要となってくるのであ

る。特に、消防などでは、テレワーク等の導

入も難しいため、そういった点への対応をど

うするかも大きな課題として際立ってくるも

のと思われる。もっともこれらは、臼杵市の

取組みが遅れているとか劣っているというこ

とではなく、多くの自治体が頭を悩ましてい

ることでもあろう。

４．おわりに

　本稿では、2024 年育介法改正の概要を紹

介し、あわせて、小規模自治体である臼杵市

役所における子育て支援に関する取組みを紹

介した。2024 年改正は冒頭でも述べたとお

り、なかなか歯止めのかからない少子化や労

働力不足の中で、子育てや介護をしながら働

くことを少しでもしやすくしていこう、とい

う目的にたってなされたものであり、その方

向性自体は真っ当であるといえよう。もっと

も、実際にそれに応じた取組みを求められる

現場において、例えば職員の採用難などに苦

しむ小規模自治体（臼杵市はかなり健闘して

いる部類の自治体と思われるが）では、制度

利用者の増加によって行政が回らなくなると

いう「板ばさみ」状態にますますなる（なっ

ていく）ということも予想される。自治体の

努力だけでは対応が困難な面もあるが、ス

ムーズな運用のためにも、例えば、こうした

育児や介護をしながら働く職員の「周囲」へ

のサポートなどを、国が積極的に支援すると

いう方向性もありうるかもしれない。

　最後に、大変な多忙の中、同ヒアリングに

協力していただいた臼杵市人事課職員の皆

様、およびヒアリング調査にあたり臼杵市役

所との仲介をしていただいた西岡隆氏（内閣

官房全世代型社会保障構築本部事務局参事官

（当時）、現・臼杵市市長）には改めて感謝の

意を表したい。

後注
1　 河野尚子「令和６年育児・介護休業法改正－両立支援の拡充・強化」ジュリスト No.1607（2025）84 頁以下。
2　 一般的には仕事をつづけながら家族を介護する働き手のことであり、経済産業省「企業経営と介護両立支援に関

する検討会」（2023 年）によると、2030 年時点では家族介護者の約４割（318 万人）をビジネスケアラーが占める
と予測されている。

3　 同内容については、河野・前掲注１）論文のほか、樋口陽亮「令和６年育児・介護休業改正の要点－育児・介護
と仕事の両立支援制度の拡充」ビジネス法務 2024 年９月号 43 頁以下、下野ななや「育児・介護休業法が改正され
ます～ 2025 年４月１日から段階的に施行」十六総合研究所『経済月報』vol.139（2025）24 頁以下にも詳しい。個
別の引用は最小限にとどめているが、２章の記述に関してはこれらの論考から多くの示唆を得ている。
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4　 厚生労働省「育児・介護休業法　令和６年（2024年）改正内容の解説」https : / /www.mh lw .go . j p /
content/11900000/001407488.pdf

5　 子が２人以上の場合は 10 日。
6　 厚生労働省「育児・介護休業法令和６年（2024 年）改正内容の解説」３頁参照。
7　 この６時間については、変形労働時間制が適用されている場合でも、すべての労働日の所定労働時間が６時間で

あることを求められる。
8　 「その他これに準ずる便宜の供与」としては、労働者の委任を受けてベビーシッターを手配し、その費用を負担

するといったことなどがあるとされる。
9　 樋口・前掲注３）45 頁参照。
10　 「テレワーク等」となっているのは、必ずしも情報通信技術を利用する業務に限定されるものではなく、また、

自宅外での場所（サテライトオフィス等）での業務も含むとの趣旨とされている（以下同じ）
11　 育児休業に関しては 2023 年４月に個別の周知・確認がすでに義務化されている。
12　 ただし、復帰部署やキャリアパスに対して、他の従業員が不満をもつケースが絶対にないとは言い切れない、

とのことであった。
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1. はじめに

　議員活動を続ける中で、現場での課題に向

き合いながら、従来の手法だけではどこか時

代に合わなくなってきたと感じることが増え

てきました。そんな中、デジタルの力を活用

することで、新たな視点と可能性が見えてく

ることを実感しています。特にＡＩやデジタ

ル変革（ＤＸ）の進展は、行政サービス、経

済活動、福祉、教育、防災といった多方面に

大きな影響を与えつつあり、これまで当たり

前だと思われてきた仕組みを大きく変えよう

としています。

　議会での質問活動や現場視察を通じて、私

は「アナログを大切にしながら、デジタルを

活用して地域社会に新たな可能性を広げてい

きたい」と強く感じるようになりました。デ

ジタルへの移行は、もはや時代の流れであり、

避けて通ることはできません。アナログや従

来型の考え方にも良い面はありますが、急速

な時代の変化に対応できなければ、結果とし

て行政のコスト等が増大してしまうという現

実があります。

　特に高齢者の皆様にとっては、デジタルや

ＡＩに対する苦手意識があるかもしれませ

ん。しかし、これまで大切にされてきた価値

観を活かしながら、コストを抑え、利便性を

高めるデジタル化のあり方を模索していくこ

とが、これからの行政や地域づくりにとって

重要だと考えています。本稿では、議員活動

を通じて見えてきた地域課題とデジタル技術

との関係について、特にＡＩ・ＤＸの可能性

に焦点を当てて考察を深めたいと思います。

2. 岐阜県における DX の全体像と計画
の位置づけ

　岐阜県においても2022年度から５年間にわ

たり、「岐阜県デジタル・トランスフォー

メーション推進計画」が策定され、全庁的な

取り組みが進められています。

　この計画は、単に行政の効率化にとどまら

ず、「誰一人取り残さないデジタル社会の実

現」を基本理念に掲げ、行政サービスの向

上、地域課題の解決、そして県民の暮らしの

質の向上を目指すものです。その内容は、い

わゆる「行政のデジタル化」に加え、教育、

医療・福祉、防災、農業、産業、観光など、

私たちの生活全体に関わる分野にまで及んで

います。

　例えば、行政手続きにおいては、令和７年

度までに県・市町村の手続をオンライン対応

にするという目標が掲げられ、県民が時間や

場所に縛られずにサービスを受けられるよう

な環境整備が進められています。こうした

「書かない窓口」の推進は、住民と行政の双

方にとって大きな利便性をもたらす取り組み

です。

　教育分野では、ＩＣＴの活用を通じて、生

徒一人ひとりの理解度に応じた「個別最適な

学び」の実現を目指すとともに、「ふるさと

デジタル変革がもたらす
「地域課題」への新たな視点

─ AI・DXがつなぐ経済発展と包摂社会 ─
岐阜県議会議員 判 治 康 信

地域レポート 1
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教育」や「ＳＴＥＡＭ教育」など、地域や社

会とつながる学びの推進が計画されていま

す。医療・福祉分野では、オンライン診療や

介護支援ロボットの活用などにより、サービ

スの質向上と人手不足の軽減を両立する仕組

みが模索されています。また、農林業分野で

は「スマート農業・林業」の導入によって、

生産性向上と担い手不足への対応を目指すと

ともに、地域ごとの課題に即した技術導入が

進められています。これらの領域に共通して

いるのは、単なる技術導入ではなく、「人に

やさしいデジタル化」を進めるという方針で

す。つまり、県民の誰もがデジタルの恩恵を

受けられるよう、サポート体制や教育の充実

も含めた「共創型ＤＸ」が志向されていま

す。技術を使いこなすことに不安を抱える

方々を置き去りにせず、一人ひとりの立場や

状況に寄り添ったデジタル化を進めること。

それこそが、地域に根ざした持続可能なDX

のあるべき姿だと考えています。

　以下の図は、この計画の全体像を示したも

のです。

　岐阜県におけるＤＸの取り組みがいかに幅

広く、生活のあらゆる場面に関係しているか

を視覚的に理解できる構成となっています。

※推進計画・詳細データは、以下のＱＲコー

ドよりご確認いただけます。

出典：岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画（令和４年３月）
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写真提供：多治見市役所

３．生成ＡＩ・デジタル変革（ＤＸ）への
期待

　これまで多くの行政手続きが紙ベースで行

われてきました。申請書類の記入、提出、確

認、そして承認までにかかる膨大な時間と労

力は、住民にとっても行政職員にとっても大

きな負担でした。しかし、「書かない窓口」

等の導入によって、これらの手続きが大幅に

簡素化される例が増えています。

　例えば、岐阜県内でも一部の自治体では、

デジタル機器を活用して住民がその場で情報

入力を行い、申請手続きがスムーズに進む仕

組みづくりが進められています。これにより、

窓口での待ち時間が短くなり、書類不備によ

る再提出も少なくなりました。こうした取り

組みは、高齢者や外国人にとっても利用しや

すい環境づくりにつながっています。

　生成ＡＩの活用も、行政分野に新たな風を

吹き込んでいます。たとえば、防災分野では、

過去の災害データや気象情報を基にした被害

予測など、こうした技術の実用化が各地で進

んでいます。教育分野では、生徒一人ひとり

の理解度に応じた学習支援の仕組みが整備さ

れつつあります。また、庁内業務では、文書

作成支援や問い合わせ対応チャットボットな

ど、ＡＩ等を活用した業務効率化が進められ

ており、定型作業の省力化と、職員の負担軽

減、住民サービスの質向上の両立が期待され

ています。

　ＡＩやデジタル技術を導入することで、こ

れまで「当たり前」と思われていた作業プロ

セスそのものを見直し、新たな発想や価値を

生み出すことができるのです。

　こうした変革は、単なる効率化にとどまら

ず、行政や地域社会の課題に対して、より柔

軟で持続可能な解決策を見いだす契機にもな

ります。

４．経済発展おけるＤＸ活用

　地域経済の活性化を支える人材の一つとし

て、外国人材の存在が注目されています。特

に製造業や介護分野では、外国人労働者が重

要な担い手となっています。しかし、こうした

人材が地域に定着するためには、単なる就労支

援だけでなく、住まいの確保、生活情報の提供、多

言語での行政サービスが不可欠です。

　外国人材が住むアパート等を探す際には、

通常、雇用企業がサポートを行うことが多い

ものの、契約手続きや文化的な違いに起因す

るトラブルへの懸念から、受け入れが難航す

るケースも少なくありません。実際に、外国

人材向けに特化したサポートを行う会社も存

在しており、こうした企業は、住まい探しに

多治見市役所ＤＸ推進事業
「書かない窓口機器」
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悩む外国人材と受け入れ企業双方にとって、

大変心強い存在となっています。企業にとっ

ても、スムーズな住居確保が進めば、採用後

の定着促進に直結し、人材不足解消にも大き

く寄与します。だからこそ、行政が橋渡し役

となって積極的にＰＲ・支援していくことが

重要だと感じています。

　さらに、ＤＸの力を活用すれば、外国人向

け住居情報を一元化したデータベースの構築

や、言語・文化対応を組み込んだマッチング

システムの普及が期待できます。行政がこの

仕組みづくりを後押しし、民間事業者と連携

を深めることが、外

国人材が安心して地

域に定着できる環境

整備につながるはず

です。

出典：岐阜県県政モニターアンケート「「デジタル化」、「ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）」に関する
アンケート調査結果」　令和６年度１０月期（岐阜県デジタル戦略推進課）

※詳細データは、上記のＱＲコー
ドよりご確認いただけます。
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５．障がい者就労とデジタル技術

　障がい者就労支援は、地域共生社会の実現

に向けた不可欠な取り組みです。特に、働く

場において、障がいの有無に関係なく能力を

発揮できる環境づくりが求められています。

　ここでも、ＡＩ・ＤＸの活用が重要な役割

を果たします。たとえば、視覚障がい者向け

の音声認識入力支援ツール、発達障がいを持

つ方へのコミュニケーション支援アプリ、移

動支援を補助するナビゲーションＡＩなど、

技術によって就労環境を柔軟に整備すること

が可能になります。こうした技術導入により、

障がいの特性に応じた働き方を支え、自立と

社会参加を後押しすることができます。デジ

タル技術は、単なる利便性向上にとどまらず、

人の可能性を引き出すツールなのだと、改め

て実感しています。

６．合理的配慮とＡＩが導く未来

　合理的配慮の重要性は、法改正を通じて広

く認識されるようになりました。しかし、現

場では「何をどうすれば合理的配慮になるの

か」戸惑う場面も多く、私自身も悩むことが

少なくありません。この課題に対して、ＡＩ

が解決策を提示する仕組みが今後求められる

と考えています。例えば、障がいや個別事情

に応じた配慮例をデータベース化し、最適な

対応策を提案するＡＩシステムの構築ができ

れば、現場での迷いを軽減し、より迅速かつ

的確な配慮が実現できるでしょう。

　民間では、ナレッジ共有型のＡＩを業務支

援などに活用する動きが少しずつ広がってお

り、実際に効率化やサービス向上に役立つ事

例も見られています。こうした流れを行政現

場にも広げ、課題解決や業務改善に生かして

いくことが期待されます。行政も、100 点満

点を目指して導入を躊躇するのではなく、で

きるところからＡＩ活用を始め、段階的に精

度を高めていくことが必要だと考えます。

７．地域課題と未来への展望

　一方で、行政機関においては、ＡＩ全般に

対して「完璧な精度でなければ導入しない」

という考え方が根強く存在していると感じま

す。これは、私自身が行政関係者との意見交

換の中で耳にした率直な声です。確かに公的

機関におけるサービスは、誤りが許されない

特性を持っていますが、だからといって新し

い技術の導入を躊躇していては、時代の変化

に取り残されてしまう危険性もあります。

　防災、医療、教育、福祉、観光、交通、そ

して雇用支援。地域社会が抱えるあらゆる課

題に対して、デジタル技術は強力な「解決ツー

ル」となり得ます。もちろん、デジタル格差（デ

ジタルデバイド）や個人情報保護といった新

たな課題も生じます。しかし、これらに対し

ても、適切なルール整備と県民参加型の議論

を通じて乗り越えていくことができると信じ

ています。また、防災面では、南海トラフ巨

大地震への備えとして、デジタル防災システ

ムの整備が急務です。避難所の開設情報や混

雑状況をリアルタイムで配信するアプリ、災

害時の安否確認や救援要請を行うツールな

ど、命を守るための情報インフラ整備が求め

られています。

　高齢化が進む地域においては、見守りシス

テムの導入や遠隔医療サービスの普及も進ん

でいます。これらすべてに共通して求められ

るのは、「人に優しいデジタル活用」です。

誰一人取り残さない社会をつくるため、技術

と温かみを両立させた施策が求められます。
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８．情報格差・デジタルデバイドの克服
に向けて

　デジタル化が進展する一方で、誰もが等し

くその恩恵を受けられているわけではありま

せん。特に高齢者や障がいのある方、外国人

住民の中には、機器の操作や手続きへの不安

から、デジタルサービスの利用をためらう

ケースも少なくありません。こうした「情報

格差（デジタルデバイド）」は、時に行政サー

ビスの利用機会そのものを奪ってしまう恐れ

もあり、真の意味での地域共生や包摂社会の

実現を目指す上で、避けて通れない課題です。

　岐阜県でも、「誰一人取り残されないデジ

タル社会」を掲げ、サポート体制の整備が

進められています。たとえば、使い慣れた

LINE アプリを活用した行政サービスの提供

や、窓口でのデジタル機器の案内補助など

は、まさにその一環です。こうした取り組み

は、利用者の負担を軽減するだけでなく、デ

ジタルに対する抵抗感を和らげる大きな一歩

にもなります。今後はさらに、地域ごとに実

情に応じた支援策を検討していくことが必要

です。たとえば、自治会やボランティア団体、

若者世代と連携し、高齢者の身近なデジタル

サポート体制を構築することで、行政主導に

頼らない持続可能な仕組みが期待されます。

　また、学校や公共施設でのリテラシー教育

の強化や、多言語対応を備えた相談窓口の充

実など、多方面からのアプローチが求められ

ます。真の意味で「人にやさしいデジタル社

会」を築いていくためには、テクノロジーの

進歩だけでなく、その恩恵をすべての人に届

けるための“橋渡し”の仕組みづくりが必要

不可欠です。現場の声を丁寧に受け止めなが

ら、誰もが安心して使える DX のかたちを、

引き続き模索していくことが求められていま

す。

９．おわりに

　アナログの良さを理解しているからこそ、

私はデジタル技術の持つ可能性に対して、今

後ますます大きな期待を寄せています。これ

までの議員活動の中で直面してきた地域の課

題は、複雑で多様性を帯びており、従来型の

アプローチだけでは限界を感じる場面も少な

くありませんでした。そうした中で、ＡＩや

ＤＸといった技術は、私たちの発想を根本か

ら問い直し、地域社会の課題解決に新たな視

点と手段を提供してくれます。

　特に、近年の生成ＡＩの進展は、単に業務

の効率化を図るだけでなく、地域の一人ひと

りに寄り添う形で行政サービスや生活支援の

質を高める力を秘めています。たとえば、高

齢者や障がい者、外国人住民といった情報弱

者とされがちな方々にも、個別のニーズに応

じた柔軟な対応を可能とする点において、大

きな可能性があります。

　一方で、こうした技術の導入においては、

情報格差（デジタルデバイド）への配慮や、

個人情報保護、倫理的観点からの慎重な運用

も不可欠です。だからこそ、すべてを機械に

委ねるのではなく、ＡＩに任せられる部分は

任せ、人にしかできない仕事には人間が注力

していく。そうしたバランス感覚が、これか

らの行政における基本姿勢となっていくべき

だと感じています。

　今後も、技術導入の是非を一方的に判断す

るのではなく、地域住民の声にしっかりと耳

を傾けながら、誰一人取り残さない「人にや

さしいデジタル社会」の構築を目指していき

たいと考えています。その実現に向けて、一

つひとつの取り組みを丁寧に積み重ね、地域

の安心と持続可能な社会づくりに努めてまい

ります。
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はじめに

　日本社会は今、大きな人口構造の転換期に

差し掛かっている。特に地方都市では、少子

高齢化、若年層の都市部流出、地域経済の衰

退といった課題が山積しており、それに伴い

大学を取り巻く経営環境もまた厳しさを増し

ている。こうしたなか、中京学院大学は、2027

年を目処に、現在岐阜県の瑞浪市・中津川市

に点在する３学部を多治見市に集約する移転

計画を発表した。この突然の発表は３市の住

民に大きな衝撃を与えることとなった。2027

年度４月キャンパス開校に向け、2025年２月

21日、多治見市の高木貴行市長と安達幸成理

事長が合意書を締結した。この移転計画が持

つ意義と課題を多角的に捉え、大学の立地変

更が地域社会および高等教育に与えるインパ

クトについての検討と大学移転に向けた今後

の見通しについて報告する。

中京学院大学の構成と移転対象

　中京学院大学は、岐阜県東濃地域に位置す

る私立大学であり、現在は経営学部（中津川

市）、看護学部および短期大学部保育科（瑞

浪市）にキャンパスが分散している。今回の

計画では、これらすべての学部を岐阜県南部

に位置する多治見市に統合することで、一体

的な教育環境の構築を目指している。

移転の動機

　この移転には複数の背景がある。第一に、

18 歳人口の減少による大学進学者数の減少

は、地方大学にとって深刻な問題となってお

り、学生確保の競争は年々激化している。第

二に、既存キャンパスの分散は、運営コスト

や教育・研究の連携において非効率を生んで

いた。第三に、地理的なアクセス性の向上が

期待できる多治見市への集約は、名古屋都市

圏からの通学可能性を高め、募集戦略上も利

点があるとされている。

多治見市の都市戦略と教育機関誘致

　多治見市は、岐阜県南部に位置し、名古屋

市へのアクセスが非常に良いという地理的利

点を持つ都市である。同市は「教育・文化都

市たじみ」を掲げ、教育環境の整備と若者の

定着促進に注力してきた。中京学院大学との

基本合意により、同市は 2026 年に閉校予定

の笠原中学校跡地を新キャンパスの用地とし

て提供する計画であり、都市の活性化と少子

化対策を兼ねた戦略的施策といえる。

若年層定住と地域経済への波及効果

　約 800 人の学生が移転によって多治見市に

集うことで、市内の賃貸住宅市場、飲食・小

売業への波及効果が期待される。また、地元

中京学院大学の移転について
多治見市議会議員 石 田 浩 司

地域レポート 2
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住民と学生の交流や、大学を核とした地域活

動の推進により、地域の活性化や多世代共生

のまちづくりが実現される可能性がある。特

に保育・看護・経営という分野における実習・

地域連携は、高齢社会を見据えた福祉・医療・

経営支援などの地域課題と直結しており、地

域創生との親和性が高い。

移転による移転元地域への影響と課題
─瑞浪市・中津川市の不安と課題
　一方、大学キャンパスを失う瑞浪市・中津

川市では、地域経済・交通・文化活動への影

響が懸念されている。これらの地域では、大

学の存在が地域活性化の基盤となっており、

学生の消費行動やボランティア活動、実習な

どが地域社会に密接に関与してきた。特に人　

口減少に悩む地域にとって、若者の流出は深

刻な打撃となりかねない。

　中津川市では、学生減少によるバス路線の

縮小が懸念され、地域住民の日常生活にも影

響を及ぼす。さらに、地域スポーツ推進活動

への影響や、商店・飲食店の売上減、学生に

よるアルバイト労働力の減少など、経済的な

ダメージも大きいと予想される。「北恵那交

通」では中京学院大学からの負担金を受け、

学生の通学に無償で路線バスを利用できるよ

うになっており、また地域住民も大学と中津

川駅を往復する路線を日常の足として使って

いる。大学が移転すれば、便数を削減される

可能性がある。

　「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」を

校訓とする同大学では、地域連携の一環で学

生や教員が子どもたちへのスポーツ指導に取

り組んできた。中津川のスポーツのレベルが

下がってしまうことも心配される。

　また、食堂や喫茶店への利用減少やアルバ

イトを学生に頼っている飲食店は影響を受け

るだろう。中津川市長は「地域経済・社会に

大きな影響を及ぼすことは明らかで、市とし

て影響を見定め、適切に対応していく」とコ

メントしている。瑞浪市長は「大学があるの

は町の魅力の一つ。痛手」と落胆したが「大

学を残すための判断は尊重したい」と語って

いる。

現在の中京学院大学

■中津川キャンパス　

経営学部（入学定員 150名）

中津川駅からバスで約 17 分の立地してい

る。東濃唯一の４年制大学。

■瑞浪キャンパス

看護学部（入学定員 80名）

短期大学部保育科（入学定員 70名）

瑞浪駅からバスで約 5分の立地。

　移転に伴って生じるキャンパス跡地の利活
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用や、大学と連携してきた地元団体の代替支

援策の整備が求められる。市民の一部からは、

大学移転による地域の空洞化を懸念する声も

挙がっており、県や大学による一定の支援措

置やコミュニティ活性化策が不可欠である。

大学と地域の共創による可能性

　大学移転は単なる場所の変更にとどまら

ず、大学と地域がともに新たな価値を創造す

る「共創」の契機となりうる。特に中京学院

大学のように、看護・保育・経営といった実

践的な学問分野を有する大学は、地域課題と

直接結びつく形で教育・研究活動を展開しや

すい。多治見市が提唱する「教育と福祉のま

ちづくり」と、大学の教育リソースを掛け合

わせることで、若者が地域課題に取り組みな

がら成長する好循環が生まれることが期待さ

れる。そのためには、自治体・大学・市民の

三者が継続的な対話と連携を行い、地域に根

差した「開かれた大学」として機能させる仕

組みが必要である。

多治見市移転場所ああああああああああ
（多治見市立笠原中学校跡地）

　笠原小学校と笠原中学校の小中一貫校とし

て別の敷地に開校の為、ここに大学を移転す

ることになる

　多治見市立笠原中学校の校舎をリノベー

ションし、一部新設して利用する予定。多治

見駅からバスで約 10 分になると予測される

立地になる。

第 8 次総合計画の見直し　

　２月に市と大学で基本合意書が取り交わさ

れている。その合意書の第２条２項に「協定

書は、多治見市が総合計画基本計画の変更を

多治見市議会に付し、多治見市議会において

可決された場合に、締結することができる。」

とされており議会の議決がいる。また、第

４条 「中京学院大学の施設及びその関連施設

は、乙（中京学院大学）が建設し、これを運

営する。」とされており建設は大学側にある

とされている。６月議会で総合計画変更議案

が上程される予定である。

今後について

　６月議会で第８次総合計画の計画変更が行

われる予定である。現時点で議案の内容はわ

からないが、移転に関し大学側への支援をど

の程度考えていくのかが焦点になる。この

チャンスを活かし、市として投資という観点

をもって対応が求められる。学生数や規模な

ど様々な懸案事項はあるにせよ、多治見市全

体で大学を支えていく視点が必要である。

　中京学院大学では保育士、看護師といった

エッセンシャルワーカーを輩出しており、県

立多治見病院など地域医療機関との連携や、

こども園などの経営にも期待ができる。多治

見市の活性化はもとより、大学移転を東濃全

体でとらえていき発展することに期待した

い。

　中京学院大学側の多治見市移転は、大学の
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生き残り戦略という側面と、地域の再活性化

を図る都市政策が交差する象徴的な事例とな

る。移転先での可能性とともに、移転元の地

域に対する配慮も不可欠であり、単なる拠点

移動にとどまらない「地域共創型大学」の実

現が問われている。

　今後、この移転が成功モデルとなり、他地

域への波及効果を持つためには、教育と地域

の未来に対する長期的なビジョンと、実効性

のある地域連携の仕組みが不可欠である。大

学と地域が相互に支え合い、共に発展する「共

生のかたち」を築く取り組みに、今後も注目

が集まるだろう。
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　この日、参加者を乗せたバスは岐阜駅を出

発し、関市を経由して最初の目的地・大和町

「古今伝授の里 フィールドミュージアム」へ。

ここは、かつて山田庄と呼ばれ、鎌倉時代か

ら室町時代にかけて東（とう）氏一族が治め

ていた地域です。東氏の一人である東常縁（と

うのつねより）は、室町時代中期に活躍した

武士であり歌人で、『古今和歌集』の解釈を

伝える「古今伝授」の祖として知られ、中世

和歌文化の拠点となりました。名勝「東氏館

跡庭園」や国史跡「東氏館」「篠脇城」など

が残るこの地域は、1993 年に「古今伝授の

里 フィールドミュージアム」として整備さ

れ、和歌・短歌を基盤とした「歌のまちづく

り」が進められています。

　そのきっかけと

なったのは、1989

年の「ふるさと創

生事業（1 億円事

業）」です。当時、

大 和 町 役 場 職 員

だった水野正文さ

ん（現・郡上大和

総合開発株式会社

代表取締役）はプロジェクトの中心を担い、

文化と交流の拠点づくりを進めました。今回

私たちは、水野さんによる「地域をつくると

いうこと～古今伝授の里づくりの歩み～」と

題した講演を受けました。

報告 センター事務局

地域の誇りを未来へつなぐまちづくり
─ 「郡上市のまちづくりを学ぶ」をテーマに現地視察を開催して

　自治研センターでは、地域づくりの実践事例から学ぶことを目的に５月14日

に郡上市大和町・八幡町を訪れる現地視察研修を実施しました。今回のテーマは

「郡上市のまちづくりについて学ぶ」。センター会員23人が参加し、地域資源

を活かしたまちづくりについて講話とフィールドワークを通して学びました。

水野さんから講演を受ける参加者。この館は2019年８月に竣工した園内で最も新しい施設で、
200人収容できる研修室、学習室、島津忠夫文庫、カフェ、ミュージアムショップ等から成りたつ

水野正文さん
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歴史ある文化を核としたあああああああ
まちづくりの歩み ─ 大和町
　水野さんは、これまで 35 年間にわたり、

古今伝授の里の企画、建設・営業管理をはじ

め特産品開発、販売指導も担い、近年では道

の駅の隣に外資系ホテルも誘致しました。欧

米・アジア圏など世界からも多くの観光客が

訪れる場所となった大和町ですが、以前は若

者の流出や過疎に直面していた状況や、地域

の文化を核に経済基盤を築き、古今伝授の里

がこれまで成しえたことについて説明され、

「地域づくりとは、“地域の誇り”を再発見し、

それを自分たちの手で活かしていく過程であ

る」と語りました。

　「若者が『自分のまちはいいところだ』と

自信を持って言えるようになることが、地域

を変える一つの原動力になる。さらにもう一

つの動きとして、若い世代の移住者がこの地

域にやって来て、ここに暮らす意義や地域の

良さに目を向け、価値を見出す。それらは、

代々この地に暮らし続けてきた人たちのおか

げであり、そうでなければこの風景は存在し

ていなかったでしょう」と話しました。

　講演の後は、和歌の世界を楽しめる東氏記

念館や短歌図書館、山荘を見学。その後、一

行は道の駅「古今伝授の里やまと」へと移動

しました。

　「歌のまちにふさわしい場所にしたい。単

なるドライブインではなく、他にはない道の

駅を作りたい」と語った水野さんの思いが形

となった地元農産物や加工品の販売、地元食

材を活かしたレストラン、さらには宿泊施設

まで展開され、地域の魅力を発信する拠点と

して、全国の道の駅の中でも高い人気を誇っ

ています。

　そして地域文化や自然にじっくり触れられ

る場であることが、地方創生のモデルとして

国内外からも注目されています。一方で、水

野さんは地元の高校生の雇用、賃金における

男女格差の是正、地元企業との連携などにも

力を入れて「このまちに住み続けたい」と思

える地域づくりも目指しています。「ここま

で来られたのは、役場でさまざまな業務に携

わってきた経験と、志を同じくする仲間たち

が課の仕事を超えて共に歩んでくれたおか

げ。今日は良いことばかり話しましたが、多

和歌文学館。万葉集から現代までの和歌文学作品
が展示されている

日本の里山建築・篠脇山荘の大広間で

道の駅に隣接する「フェアフィールド・バイ・マリオットホ
テル」内で。ここを拠点に町内を観光できる。
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くの批判もありました。悩み、不安で眠れな

い夜もあったこと、今度はそうした話も行政

に携わるみなさんにお伝えしたい」という言

葉で締めくくりました。

歴史と現代の融合 ─ 八幡町

　午後は八幡町へ移動しました。「郡上おど

り」で知られ、水がめぐる城下町。ここも伝

統文化が大切に守られてきた地域です。町の

中心部には築 100 年を超える町家が並びます

が、近年は高齢化などの影響で空き家が増え

ていることが課題です。

　1999 年には 104

軒 だ っ た 空 き 家

が、2013 年 に は

352 軒にまで増加

しました。合併前

の八幡町役場の頃

か ら 37 年 間 に わ

たり行政で建設・

都市計画・まちづ

くりに携わってきた武藤隆晴さんはその状況

を解決しなければならないと考え、2015 年

に郡上八幡産業振興公社の中に、空き家対策

を専門に担う「チームまちや」を設立しまし

た。現在その代表を務める武藤さんから「郡

上八幡のまちづくり～変遷と現在～」という

テーマでお話を伺いました。

　空き家の再生のために考えたのが「まちを

活かす＝物件の開発と運用」という仕組みで

す。所有者から相談を受け、再生可能な物件

であれば 10 年間借り受けてリノベーション

し、移住者に貸し出す。家賃から所有者への

支払いを差し引いた収入を改修・運営費に充

てるというシステムを設け、この 10 年間で

の目標入居者数 50 件に対し、2024 年時点で

41 件に達しましたことが報告されました。

　また、チームまちやの取り組みを多くの人

に知ってもらおうと、2015 年から毎年開催

しているのが「町家オイデナーレ」。「このま

ちにあったらいいな」「昔はあったけれど、

今はなくなってしまった」といった人々の思

いや記憶をもとに、かつての風景やくらしを

再現し、このまちの魅力を体感できる機会と

なっているそうです。「古き良き時代を演出

するために、ドレスコードは和服。地元や外

から訪れた人が一緒になって、『こういうま

ちだったら素敵だな』と感じてもらえるイベ

ントになっています」と武藤さんは説明しま

した。

八幡町中心部の様子を武藤さんから説明を受ける

武藤隆晴さん

町家が並ぶ通りを歩く参加者
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　また、「中心部で生活するには観光客や車

の往来が多い」といった戸惑いを持つ子育て

世代などの不安を解消するために、周辺部の

落ち着いた環境に着目し、人の目を気にしな

い、畑作業やバーベキューができるといった

ことをストロングポイントとする周辺部地域

の活性化を新たに進めていると明かしまし

た。その一例として、「明日のわくわく小道」

というイベントを 2 年前から開催し、誰も通

らなくなった空き地の活用や光の演出を取り

入れることで、子どもから高齢者まで楽しめ

る空間や地域の人々が交流できる場をつくっ

ているそうです。この取り組みを通じて、空

き地の将来的な活用方法の調査や計画も進め

られており、郡上市の空き家対策部署やまち

づくり会議、産業振興公社、水に関する専門

団体のほか、早稲田大学・愛知工業大学、コ

ンサルタント会社、NPO など多様な団体と

連携した「エリアビジョン」の策定も紹介し

ました。

　「郡上八幡らしい形を地元と共有しながら

つくりあげることが目標です。行政関係のみ

なさんにも、この取り組みが地域課題や今後

の方向性を考えるきっかけになれば何よりで

す」と結びました。

　講演後は八幡町の中心部に移動し、町家が

並ぶ様子や建物の改修前の屋内などを見学し

ました。

地域を活かした持続可能なまちづくりを

　今回の視察では、地域の特性を活かした持

続可能なまちづくりについて学ぶことができ

ました。水野さんは「地域の誇り、心の豊か

さ、そして地元で暮らし続けた人々の力こそ

が地域をつくる」、武藤さんは「今いる人々も、

新たに来る人も『こうなったらいいな』と思

えるまちをつくっていきたい」と語りました。

お二人の講演録は次号の自治研ぎふ 142 号

（10 月発行）に掲載予定です。

実際にリノベーション前の町家の中に入って見学
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　東海環状線の本巣 IC 大野神戸 IC 区間が開通する。これで名神高速と中央

道が東海北陸道をクロスする形でつながり、関西方面から郡上、高山などへの

アクセスが格段に良くなる。県内の移動においても西濃から東濃、西濃から飛

騨などへのアクセスがよりよくなる。業務で、年２回は計画的に構成組織を回

ることがあるが、時間を有効に活用ができることになるだろう。高速道路の開

通は、物流や、観光の活性化や、災害時の支援物資輸送など、その効果は大き

なものが期待される。逆走のないことを祈る。

　自治体 DX に関するアンケートを実施し特集でその労働条件に与える影響に

ついて調査を実施してもらった。アンケートに協力をいただい職員の皆さんに

は、大変お忙しいところ快く回答していただいたことに感謝する。DX 化の流

れの中で、特に気になるのは、導入に取り組んでいく時間的な欠如を指摘する

回答があったこと。これは人員不足が原因であるとともに一定の知識を担当者

レベルで上げていかなければならなかったからではないだろうか。業務を推進

していく上で、住民サービスの向上と、職員の事務軽減が図られることを望む。

（英）

編
集
後
記
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セ
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ー
で
は
5
月
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日
に
こ
の
地
で
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察
を
行

い
、
地
域
文
化
を
活
か
し
た
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
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ん
で
き
ま
し
た
。家
の
前
に
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路
が
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り
、

静
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さ
の
中
に
人
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り
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郡
上
八
幡
の

町
家
。
時
を
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え
て
残
る
こ
の
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が
、
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こ
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を
願
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